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１．概要 

本資料は、旧法下の輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書（以下、「設

工認申請書」）の記載事項の関連を整理したものである。 

 

２．内容 

(1) 輸入燃料体検査申請書と設工認申請書の記載について 

旧法下における輸入燃料体検査申請書（設計＋検査）の記載事項と、設工認申請書（設

計＋工事計画）の記載事項は、下表のとおり差分がある。 

（旧法下）              （現在） 

 

 

（申請書本文） 

輸入燃料体検査申請書 設計及び工事計画認可申請書 記載事項の比較 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名 

 

二 核燃料物質の種類、初期濃縮度及び燃焼率 

三 燃料材及び燃料被覆材の種類、組成及び組

織並びに燃料材及び燃料被覆材以外の部品

の種類及び組成 

四 燃料体の構造及び重量 

二 工事計画 

・ 要目表（燃料体の名称、種類、主要寸法及

び材料） 

 

燃料体の設計（下線部）について、

以下の事項に差分がある。 

・ 初期濃縮度及び燃焼率 

・ 燃料材及び燃料被覆材の組織 

・ 燃料体の構造及び重量、など 

―― 
・ 基本設計方針、適用基準及び適用規格 

・ 工事の方法 
（新規追加） 

五 燃料体の数 

六 燃料体の製造者の名称並びに製造工場の名

称及び所在地 

七 燃料体を使用する発電用原子炉を設置した

工場又は事業所の名称及び所在地 

八 燃料体を使用する発電用原子炉に係る発電

用原子炉施設の概要 

九 検査を受けようとする期日及び場所 

―― 
使用前確認申請書において記載す

る事項 

―― 

三 工事工程表 

四 設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テム 

五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更

の場合にあっては、変更の理由 

（新規追加） 

 

（申請書添付書類） 

輸入燃料体検査申請書 設計及び工事計画認可申請書 記載事項の比較 

一 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性そ

の他の性能に関する説明書 

三 燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性そ

の他の性能に関する説明書 
 

二 燃料体の強度計算書 二 強度に関する説明書  

三 燃料体の構造図 添付図面  

四 加工のフローシート 
申請書本文 

（二 工事計画「工事の方法」） 
 

五 燃料材、燃料被覆材その他の部品の組成、

構造、強度等に関する試験の結果に関する

資料 

―― 
検査結果であり、使用前確認におい

て確認される（使用前事業者検査） 

六 品質保証に関する説明書 
四 設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書 

輸入燃料体検査申請書では品質保証

活動の結果を記載するが、設工認で

は品質マネジメントシステムの計画

を記載し、結果は使用前確認におい

て確認される（使用前事業者検査） 

―― 
一 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関

する説明書 
（新規追加） 

 

【設計及び工事計画認可申請】 

【使用前確認（使用前事業者検査）】 

設計 検査 ＋ 

【輸入燃料体検査申請】 
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(2) 輸入燃料体検査申請書（本文）と設工認申請書（本文）の差分について 

輸入燃料体検査申請書と設工認申請書の本文の差分について、設工認申請書における

記載の考え方等を添付１に整理した（申請書本文の詳細な比較は添付２参照）。 

輸入燃料体検査申請書の本文には記載していたが、設工認申請書本文に記載しないと

した基本的な考え方は以下のとおり。 

・ 既工認（注）の本文に記載がある事項 

・ 設工認申請書における他の本文記載内容で代替可能な事項 

・ 具体的な仕様を示さない事項 

 

（注）「既工認」は、次のとおり。 

 高浜発電所第３号機 高浜発電所第４号機 

既工認①：再稼働時 平成 27 年 8 月 4 日付け原

規規発第1508041号にて認

可を受けた工事計画 

平成 27年 10月 9日付け原

規規発第1510091号にて認

可を受けた工事計画 

既工認②：ウラン・プルト

ニウム混合酸化物燃料の

装荷時 

平成 22年 10月 4日付け平

成 22・07・23 原第 5 号に

て認可を受けた工事計画 

平成 11年 12月 2日付け平

成 11・08・12 資第 8 号に

て認可を受けた工事計画 

 

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二の記載事項が、既工認

と今回の設工認申請書でどのように整理されているかについては、参考資料に示す。 

 

以 上 
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添付１ 

輸入燃料体検査申請書本文記載事項と設工認本文記載事項の差分に係る整理 

輸入燃料体検査申請書 

本文記載 

設工認 

記載 

既工認 

本文 
設工認本文における記載の考え方 

初期 

濃縮度 

燃料体平均 － － ・ 燃料体平均および燃料要素平均の変更に当たっては、設工認本文記載のペレット初期

濃縮度により必然的に決まる値であり、当該項目で審査可能なため、記載不要。 燃料要素平均 － － 

ペレット 本文 〇 ・ 設工認本文の要目表の材料に記載。 

燃焼率 

燃料体最高 添付２ 〇 ・ 既工認①の要目表で記載済みのため、記載不要。 

燃料要素最高 添付２ － ・ 燃料要素やペレットの最高燃焼率の変更に当たっては、設工認本文記載の集合体最高

燃焼率が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 ペレット最高 添付２ － 

組織 

燃料材 － 〇 ・ 既工認①の要目表に記載済みのため、記載不要。 

燃料被覆材 本文 － ・ 設工認本文の基本設計方針に記載。 

燃料被覆材端栓 本文 － ・ 同上。 

燃料体の構造 添付２ － ・ 具体的な仕様を記載しているものではなく、概要記載のため、記載不要。 

質量 

燃料体総質量 添付図面 － 
・ 各々の質量の変更に当たっては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存し

て変更となることから、当該項目で審査可能なため、本文への記載不要。 
燃料材質量 － － 

主要部品 － － 

その他（注）

燃料要素の配置 添付図面 － 
・ 燃料要素の配列の変更に当たっては、設工認本文の要目表の名称に記載の 17 行 17 列

が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 

被覆材の偏肉率 添付図面 － 

・ 偏肉率の変更に当たっては、設工認本文の要目表に記載の被覆材の外径、内径、肉厚、

および基本設計方針に記載の「各部の寸法の偏差は、著しく大きくないこと」が変更

となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 

初期ヘリウム圧力 添付図面 － ・ 設工認本文の基本設計方針に記載する。 

コイルばねのばね力 添付図面 － ・ 同上。 

主要部品の数量＊ － － ・ 設工認本文の要目表の注釈に記載する。 

プレナム体積 添付図面 － 
・ プレナム体積の変更に当たっては、設工認本文の要目表の寸法に記載のプレナム長さ

が変更となることから、当該項目で審査可能なため、記載不要。 
＊：上下部ノズル、制御棒案内シンブル、炉内計装用案内シンブル、支持格子、コイルばね 

（注）本項目に列挙している他に下部端栓の寸法があるが、最新の国産燃料の設計認可では記載されておらず、抽出対象としていない。 
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添付 2(1/3)

輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(A型輸入ウラン燃料体)

し、添付3で組成を記載。

添付3で組成を記載。

で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

の集合体最高燃焼率

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

備 考

1こより

燃料体平均および燃料要素平均の変更に当たつては、設工認本文記載のペレット初期濃縮度
必然的に決まる値であり、当該項目で審査可能なため、記載不要

設工認 添付 図面

O

O

O

O

○

O

O

設工認 本文

し

ル押ズ

管

上部ノズル

燃料材

燃料材及び燃料
被覆材以外の部
品の種類及び組
成

燃焼率

燃料材の種類、
組成及び組織

輸入燃料体検査申詩書

初期濃縮度
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添付2(2/3)

輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(A型輸入ウラン燃料体 )

リーブという名称
で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

し、添付3で組成を記載。

添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載

し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

備 考

設工認の本文で材料の規格を記載し、添付3で組成を記載。

設工認 添付図面

○

○

O

○

O

○

O

O

○

○

○

設工認 本文

○

ロム

ッキングス

リュウ
,レスク

間

下部支持格子

下部支持格子
―ブ

レット押えば
ルばね (ペ

シ ム

ウ

プリングスク

ンヽ

ンヽ

炉内計装用案
内シンブ,レ

制御棒案内シ
ンブル上部ス
リープ

ロッキングリ
グ及び口
グラグ

輸入燃料体検査申請書
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添付 2(3/3)

輸入燃料体検査申請書と設計及び工事計画認可申請書の比較(A型輸入ウラン燃料体)

備 考

各 々の覧二 の変史に当たつては、設工認本又の安 H豪記敦 の三宴 寸法 と不T料にl衣再して変
頭″衣ムこ>か云_当 諺道 日で暮答可能ナた`ナ‐あ、太支へ のぃF哉不藝

燃料要素の配列の変更に当たつては、設工認本文の要目表の名杯に自己敢の17行 17列が変更
ルナ_｀ス

「
メ‐ツ1ヽ ス 導

=ウ
遁日で寒巷可鮮灯 ‐μ】_P哉不軍

各々の質量の変更に当たつては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変
ごとなることから、当該項目で暮杏可能なため、本文への記載不要

偏円準 の変更に当たつては、設工認不文 の要 日表に口じ載の蔽復 1オの外笹 、困径 、肉厚 、およ

び基本設計方針 に記載 の「各部 の寸法の偏差 は、著 しく大きくないこと」が変更となることから、
当彰五 日r塞答可能ナ.｀■″】 部討不軍

フレナム 体 積 の 変 民 に 当たつて Iよ 、設 工 認 不 又 の妥 日表 の 寸 沃 に記 戦 の フレナム 長 さが 変 貝

となることか ら、当該 項 目で暮 春 可 能 なため 、記 戴 不 要

設工認本文の要目表の注釈に記載する

各々の質量の変更に当たつては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変
憲となることから、当該ア百目で暮杏可能なため、本文への記載不薯

偏肉率の変更に当たつては、設工認本文の要目表に記載の被覆材の外径、内径、肉厚、およ
び基本設計方針に記載の「各部の寸法の偏差は、著しく大きくないこと」が変更となることから、
当該I百 日で寒杏可能衣ナ‐め、記避不喜
ブレナム体積 の変更に当たつては、設工認本文の要 目表の寸法に自己載 のブレナム長さが変史
>ナ▲`スこ)‐ から 導彰 I百 日で悪答可静灯 ‐あ _記とし不喜

譜 工 設 太 支 の基 六 _t計方 針 に記 重 す る

譜 ェ詔 太 す の軍 日寿 の 洋嶽 に _F計十 ス

各 々 の 貫 三 の 変 史 に 当たつて は 、設 工 認 本 文 の妥 日瑕 口己取 の 三 多
頭 >左スこ>ム 云ヽ 当彰 I百 日で慈 香 可 能 友ナーあ _太女 へ の♀ 識 不 専

設工認本文の要目表の注釈に記載する
E司 ト

各々の質量 の変更に当たつては、設工認本文の要 目表記載 の主要 寸法 と材料 に依存 して変
頭 >疫スこ′おヽス 当彰 I百 日で悪香可能ナA‐ナーお 太支へ ♂)_F討不馨

工 記 本 文 の 喜 目嘉 の

'キ

罪Rに記 述 す る

各々の質量の変更に当たっては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変
更となることから、当該項目で審査可能なため、本文への記載不要

.豊 工 認 本 文 の 要 目差 の 注 牙Rに記 豊 す る

各々の質量の変更に当たっては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変
百 )´ なス

「
)‐ おヽス 当三クェ百日r塞春可能ナ■`■あ 太寸へ

`,ゝ

宰討 不車

各々の質量の変更に当たつては、設工認本文の要目表記載の主要寸法と材料に依存して変
頭 >ナた

｀
スこ>か云、当彰 遁 日で悪 香 可 能 左ナ‐あ _太す へ の 記 哉 不 喜

設工認不 又の基不設口十万封に記章丁る

ばね 力に変更
輩 T詔 太 す の 事 日 寿 の 洋 類 に 部 芭けす ス

設工認 添付図面

〇

○

〇

O

〇

○

O

設工認 本文輸入燃料体検査申詩書

1糧語 の経 薯

(1)雷 I

総質量

燃 料 材 質 量

楼 赳 軍 雲 配 コ1

燃 料 藝
=ビ

ッチ

下 部 ノズ ル 上 面 と燃 料 要 素 下 端 の 間 隔
イ■ヽ松 望」軍 茎 め部 書

(二酸化ウラン燃料体、ガドリニア入り二酸化ウラン燃料体)

3鶴爛 i品の 買 宜 、イ 承 、叡 二 寺

31ウラン燃料要繁
(1)賞 豊

総質量

燃 料 材 質量

`少

寺ゝ 棋

有 効 岳 声

縦 石 材 外 各

糖 石 材 肉 厘
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（参考資料） 

 

高浜発電所第３号機 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二と既工認および燃料体の設工認申請書における記載の整理 
 

原子炉本体 既工認および燃料体の設工認における記載 

２ 炉心に係る

次の事項 

(1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 既工認①*1、２ 炉心に係る次の事項(1)に記載 

(2) 燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及

び燃料集合体の別に記載すること。）及び核燃料物質の最大装荷量 

既工認①*1、２ 炉心に係る次の事項(2)に記載（燃料体最高

燃焼度は a.ウラン燃料として記載） 

(3) 燃料材の最高温度 
既工認②*2、２ 炉心に係る次の事項(3)に a.ウラン燃料とし

て記載 

(4) 核的・熱的制限値（制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エン

タルピー上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及

び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最

大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比） 

既工認②*2、２ 炉心に係る次の事項(4)で記載 

３ 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料（初装荷及び取替えの別に記載すること。） 関原発第７１号にて申請の設工認に記載 

*1：平成 27年 8月 4日付け原規規発第 1508041 号にて認可を受けた工事計画（再稼働時） 

*2：平成 22年 10 月 4日付け平成 22・07・23 原第 5号にて認可を受けた工事計画（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷時） 

 

高浜発電所第４号機 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第二と既工認および燃料体の設工認申請書における記載の整理 
 

原子炉本体 既工認および燃料体の設工認における記載 

２ 炉心に係る

次の事項 

(1) 炉心形状、燃料集合体数、炉心有効高さ及び炉心等価直径 既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(1)に記載 

(2) 燃料体最高燃焼度（初装荷及び取替えの別並びに燃料材、燃料要素及

び燃料集合体の別に記載すること。）及び核燃料物質の最大装荷量 

既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(2)に記載（燃料体最高

燃焼度は a.ウラン燃料として記載） 

(3) 燃料材の最高温度 
既工認②*4、２ 炉心に係る次の事項(3)に a.ウラン燃料とし

て記載 

(4) 核的・熱的制限値（制御棒クラスタ落下時の制御棒価値及び核的エン

タルピー上昇熱水路係数、制御棒クラスタ飛び出し時の制御棒価値及

び熱流束熱水路係数、最大線出力密度、水平方向ピーキング係数、最

大反応度添加率並びに通常運転時の最小限界熱流束比） 

既工認①*3、２ 炉心に係る次の事項(4)に記載 

３ 燃料体の名称、種類、主要寸法及び材料（初装荷及び取替えの別に記載すること。） 関原発第７２号にて申請の設工認に記載 

*3：平成 27年 10 月 9日付け原規規発第 1510091 号にて認可を受けた工事計画（再稼働時） 

*4：平成 11年 12 月 2日付け平成 11・08・12 資第 8号にて認可を受けた工事計画（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷時） 
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